
東松山市ふるさと納税協賛者等の募集等に関する要項 

 

東松山市ふるさと納税返礼品協賛者募集要項（平成２８年１０月１日施行）

の全部を改正する。 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は、東松山市ふるさと納税に係る寄附に関する要領に基づく

寄附者に提供する返礼品（以下「返礼品」という。）を出品する者（以下「協

賛者」という。）の募集等に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（協賛者の要件） 

第２条 協賛者は、次の各号の要件のすべてを満たすものとする。 

⑴ 市内に本社（本店）、支社（支店）、営業所（工場等を含む。）のいず

れかを有する法人又は個人事業主であること。ただし、本市のＰＲや地域

ブランドの魅力の向上、産業振興、観光振興、住民福祉の増進等に寄与す

ると市が判断する場合はこの限りでない。 

⑵ 市税等の滞納がないこと。 

⑶ 第３条に規定する返礼品に係る必要な資格及び許可等を有していること。 

⑷ 返礼品の品質等を良好かつ適正に維持・管理することが可能であること。 

⑸ 関係する法令等を遵守していること。 

⑹ 代表者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団の構成員又はその関係者で

ないこと。 

⑺ 特定の政治活動又は宗教活動の普及啓発等を目的とするものでないこと。 

⑻ その他、公序良俗に反するものでないこと。 

（返礼品の要件） 

第３条 返礼品は、前条の要件を満たす協賛者が生産、製造等をしているもの

又は提供する体験、サービス等のうち、次の各号の要件のすべてを満たし、

かつ、市長が承認したものとする。 

 ⑴ 市のＰＲや地域ブランドの魅力の向上、産業振興、観光振興、住民福祉

の増進等に寄与すると認められるもの 



 ⑵ 一般的な輸送に耐えられるもの 

 ⑶ 平成３１年４月１日付け総務省告示第１７９号第５条に規定される総務

大臣が定める基準（以下、「地場産品基準」という。）及び当該基準に関

する総務省通知に適合するもの 

（返礼品の価格及び寄附金額の設定） 

第４条 返礼品の価格は、梱包代、消費税及び地方消費税等の必要経費（送料

を除く。）を含めたものとする。  

２ 寄附金額は、前項で定める返礼品の価格が３割以内、かつ、市が行う寄附

の募集に要する経費の５割以内となるよう市長が設定する。  

３ 市長は、前項で設定した寄附金額について、運用上の都合その他必要があ

るときは、随時変更できるものとする。  

（申込方法） 

第５条 協賛者として返礼品を出品しようとする者は、東松山市ふるさと納税

参加申込書兼返礼品出品申込書（様式第１号）に必要書類を添えて市長に提

出しなければならない。 

（協賛者の承認等） 

第６条 市長は、前条の規定による申込みの内容を審査の上、協賛者として承

認し、返礼品の出品を認めるときは、東松山市ふるさと納税参加承認通知書

兼返礼品出品承認通知書（様式第２号）により当該申込者に通知するものと

する。 

２ 市長は、前条による申込みの内容を審査の上、新たに協賛者として承認し

ないときは、東松山市ふるさと納税協賛者参加不承認通知書（様式第３号）

により当該申込者に通知するものとする。 

（返礼品の変更等） 

第７条 協賛者は、返礼品について変更等を行うときは、原則として変更等を

希望する１か月前までに、東松山市ふるさと納税返礼品変更等届出書（様式

第４号）を市長に提出しなければならない。 

 （返礼品の変更等の承認等） 

第８条 市長は、前条の規定による届け出の内容を審査の上、変更等を承認す

るときは、東松山市ふるさと納税返礼品変更等承認通知書（様式第５号）に



より当該協賛者へ通知するものとする。 

２ 市長は、前条の規定による届け出の内容を審査の上、変更等を承認しない

ときは、東松山市ふるさと納税返礼品変更等不承認通知書（様式第６号）に

より当該協賛者へ通知するものとする。 

（手続き等の省略） 

第９条 他の契約手続き等により、第５条から前条までの規定に相当する手続

き等が行われた場合には、その一部又はすべてを省略することができるもの

とする。 

（返礼品の送付等） 

第１０条 市長は、寄附金の納付（寄附金の納付に関する手続きの完了を含む。）

を確認したときは、当該寄附者が希望する返礼品を出品する協賛者にその旨

を通知するものとする。 

２ 前項の規定により通知を受けた協賛者は、速やかに返礼品を前項の寄附者

に送付するものとする。ただし、返礼品の提供期間が限定されている等の場

合は、あらかじめ指定された時期が到来したときに、速やかに送付するもの

とする。 

３ 協賛者は、返礼品の送付に関し、送付の遅延や事故等の問題が生じたとき

は、速やかに市長へ報告しなければならない。 

４ 市長は、協賛者に対し、市が作成するパンフレット等資料の同封及び返礼

品及び梱包箱へのシールの貼付を求めることができる。 

５ 協賛者は、返礼品を発送する際、当該協賛者が取り扱う商品のパンフレッ

ト等を同封することができる。ただし、同封する場合は、当該パンフレット

等をあらかじめ市長に提示しなければならない。 

（請求及び支払） 

第１１条 協賛者は、返礼品の送付実績等を月ごとに取りまとめ、書面等によ

り、返礼品発送日の属する月の翌月１０日（当該日が休日及び祝日の場合は、

その翌日）までに報告するとともに、返礼品に係る経費を市長に請求するも

のとする。 

２ 市長は、前項の規定による請求が適正であると認めたときは、当該請求が

あった日から３０日以内に、返礼品に係る経費を協賛者に支払うものとする。 



３ 前２項の規定に基づく請求及び支払の手続きについては、第１７条の規定

に基づき市長が事業を委託した法人等を経由して行うことができる。 

 （検査等） 

第１２条 市長は、第２条及び第３条に規定する要件を満たしていることを検

査するため、必要に応じて協賛者に報告を求めることができる。 

２ 市長は、前項の規定により報告された内容について検査を行い、第２条及

び第３条に規定する要件を満たしていないことが判明した場合は、返礼品の

出品停止、改善等の措置を行うことができる。 

３ 市長は、緊急その他やむを得ない事情があると認めるときは、第１項の規

定に関わらず、事業場等への立ち入り検査を行い、返礼品の出品停止、改善

等の措置を行うことができる。  

 

（協賛者の責務） 

第１３条 協賛者は、第８条第１項の規定による承認を経た後でなければ返礼

品の変更等を行ってはならない。ただし、特別な事情により市長の承諾を得

た場合は、この限りでない。 

２ 協賛者は、返礼品の提供に係る事故、トラブル等に関しては、責任をもっ

て適正に処理しなければならない。 

３ 協賛者は、協賛者の責めに帰すべき事由により、寄附者に身体上又は財物

上の損害を生じさせたときは、誠意をもって対応しなければならない。 

４ 協賛者は、協賛者の責めに帰すべき事由により、市又は第１７条の規定に

より市長が事業を委託した法人等に対し損害を生じさせたときは、誠意をも

って対応しなければならない。 

５ 協賛者は、本要項及び市長の指示に従わなければならない。 

（協賛者の承認取消し） 

第１４条 市長は、協賛者が、第２条の要件を満たさなくなったとき又は前条

各項に規定する協賛者の責務を果たさなかったと認めたときは、協賛者の承

認を取り消し、東松山市ふるさと納税協賛者承認取消通知書（様式第７号）

により当該協賛者へ通知するものとする。 

２ 市長は、協賛者の承認を取り消したことで生じた損害等について、一切の



責めを負わないものとする。 

 （返礼品の出品停止等） 

第１５条 市長は、返礼品の内容が第３条各号に規定する要件に該当しなくな

ったときは、当該返礼品を出品する協賛者に東松山市ふるさと納税返礼品出

品停止等通知書（様式第８号）により事前に通知したうえで、当該返礼品の

出品を停止又は取り消すことができる。 

２ 市長は、前項の規定により出品を停止した返礼品の内容が第３条各号に規

定する要件のすべてに該当すると認めたときは、当該返礼品を出品する協賛

者に東松山市ふるさと納税返礼品出品再開通知書（様式第９号）により事前

に通知したうえで、当該返礼品の出品を再開することができる。 

３ 市長は、第１項の規定により返礼品の出品を停止又は取り消したことで生

じた損害等について、一切の責めを負わないものとする。 

 （個人情報の取扱い） 

第１６条 市長は、協賛者に対して当該協賛者の返礼品を選択した寄附者の氏

名、住所、電話番号その他返礼品の送付に必要な事項を提供することができ

る。 

２ 協賛者は、前項の規定により提供を受けた寄附者の個人情報を、個人情報

の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）その他関係法令に基づき、

厳重に取り扱うとともに、返礼品の送付以外の目的に使用し、又は第三者に

漏らしてはならない。 

（事業の委託） 

第１７条 市長は、事業の一部又はすべてを法人等に委託することができる。 

（補則） 

第１８条 この要項に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項につい

ては、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

この要項は、令和５年１２月８日から施行する。 

   附 則 

東松山市ふるさと納税協賛者等の募集等に関する要項の一部を改正する要項 



（施行期日） 

この要項は、令和８年４月１日から施行する。 


